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シンガポールにおける当社シンガポール子会社に対する訴訟の提起に関するお知らせ 

 

当社の子会社である SINGAPORE CHEMI-CON (PTE) LTD. （以下｢SCC｣といいます。）は、2024 年 11 月 29 

日（現地時間）付で、シンガポール国際商事裁判所（Singapore International Commercial Court）において

訴訟（以下「本件訴訟」といいます。）を提起され、訴状を受領しましたので、下記のとおりお知らせいたしま

す。 

 

記 

 

１．訴訟の原因及び提起されるに至った経緯 

原告は、SCC に対して、 2022 年６月以降に製造した原告グループの一定の製品において、不具合率が上昇

しているところ、その原因が SCC から購入した部品にある等と主張し、損害賠償の支払いを求め、本件訴訟を

提起しております。 

 

２．訴訟を提起した者の概要 

(1) 名称： Dyson Manufacturing Sdn. Bhd. 

(2) 所在地： Plo 208 Jalan Cyber 14, Senai Industrial Estate IV, 81400 Senai,  

Johor Darul Takzim, Malaysia 

(3) 代表者： 不明 

 

３．訴訟内容 

本件訴訟において、原告は、SCC に対して、１億 4554 万 4762 英ポンド（日本円にして、約 276 億円。１英

ポンド 189.87 円で換算。）の損害賠償等の権利があると主張しております。 

 

４．今後の見通し 

本件訴訟における原告の主張の正当性については、現在調査中です。しかしながら、現時点では、SCC が販

売した部品が原告グループの製品に不具合を生じさせたことは明確にされておらず、先方による損害賠償等の

主張は妥当ではないものと考えております。したがって、先方の主張についてはまったく承服しかねるもので

あり、今後、SCC の責任が否定されるよう、裁判の中で適切に主張・立証していく所存です。 

また、現時点では本件訴訟による当社の業績への影響を合理的に算定することは困難であり、今後、開示す

べき事項が発生した場合には、速やかにお知らせいたします。 



 

５．子会社の概要 

(1) 名称： SINGAPORE CHEMI-CON (PTE) LTD. 

(2) 所在地： 108 Pasir Panjang Road, #04-08/09 Golden Agri Plaza, Singapore 

(3) 代表者： Managing Director 大泉正人 

(4) 事業内容： コンデンサの販売等 

(5) 資本金： 6,592,392.00 US ドル 

 

以上 


